
ニュース

滋
賀
・
大
津
労
働
基
準
監
督
署
（
荻
野
重
樹
署
長
）
は
、
３６
協
定
の
限
度
時
間
を
超

え
て
店
舗
ス
タ
ッ
フ
を
働
か
せ
て
い
た
大
手
居
酒
屋
チ
ェ
ー
ン
を
労
働
基
準
法
第
３２
条

（
労
働
時
間
）
違
反
の
疑
い
で
大
津
地
検
に
書
類
送
検
し
た
。
昨
年
同
じ
店
舗
で
過
労

死
事
案
が
発
生
し
た
た
め
、
捜
査
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
５
カ
月
間
に
９６
回
も
違
法
残

業
を
繰
り
返
し
、
最
長
１
日
４
時
間
、
１
カ
月
１
０
０
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に

従
事
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

送
検
し
た
の
は
「
庄
や
」

「
や
る
き
茶
屋
」「
日
本
海
庄

や
」
な
ど
の
大
衆
割
烹
で
知

ら
れ
る
㈱
大
庄
（
東
京
都
品

川
区
、
平
辰
代
表
取
締
役
社

長
、
２
８
２
８
人
）
と
同
社

日
本
海
庄
や
の
石
山
駅
店
店

長
。同

社
は
、
平
成
２０
年
４
〜

８
月
に
か
け
て
石
山
駅
店
所

属
の
従
業
員
に
対
し
、
同
店

舗
で
定
め
る
時
間
外
お
よ
び

休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
の

１
日
３
時
間
、
１
カ
月
４５
時

間
の
延
長
限
度
を
超
え
て
働

か
せ
た
疑
い
。

調
べ
に
よ
る
と
、
過
去
５

カ
月
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

た
１
日
３
時
間
ま
た
は
１
カ

月
４５
時
間
を
超
え
る
違
法
な

時
間
外
・
休
日
労
働
は
延
べ

９６
回
に
及
び
、
１
日
最
長
４

時
間
４２
分
、
１
カ
月
同
１
１

３
時
間
１２
分
に
上
っ
た
。
最

長
時
間
は
同
従
業
員
の
総
労

働
時
間
か
ら
所
定
労
働
時
間

を
引
い
て
算
出
し
て
い
る
た

め
、
実
態
は
こ
れ
を
上
回
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

長
時
間
働
か
さ
れ
て
い
た

の
は
３０
歳
代
の
男
性
一
般
社

員
で
、
厨
房
・
接
客
な
ど
の

業
務
を
担
当
。
店
長
か
ら
直

接
指
示
を
受
け
て
い
た
。
出

退
勤
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
記
録

し
て
お
り
、
店
長
が
全
従
業

員
の
労
働
時
間
管
理
を
行
っ

て
い
た
。
同
労
基
署
の
取
調

べ
に
対
し
、
３６
協
定
の
延
長

限
度
を
超
過
し
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
自
覚
が
あ
っ
た
こ

と
を
認
め
て
い
る
。

昨
年
８
月
に
同
店
舗
に
勤

務
し
て
い
た
２０
歳
代
の
男
性

従
業
員
が
、
長
時
間
労
働
に

よ
る
過
労
で
亡
く
な
っ
た
こ

と
が
捜
査
の
端
緒
に
な
っ

た
。
同
年
１２
月
に
大
津
労
基

署
が
労
災
認
定
し
た
後
、
現

在
、
遺
族
が
１
億
円
超
の
損

害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
京

都
地
裁
に
起
こ
し
て
い
る
。

行
政
指
導
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
長
時
間
労
働
を
是
正
せ

ず
、
実
態
に
見
合
っ
た
３６
協

定
の
特
別
条
項
を
結
ぶ
な
ど

の
変
更
・
届
出
も
し
て
い
な

か
っ
た
。

同
社
は
新
卒
採
用
の
募
集

概
要
に
お
い
て
、営
業
職（
店

長
候
補
・
調
理
長
候
補
）
の

初
任
給
を
大
卒
・
大
学
院
卒

月
給
１９
万
９
５
８
０
円
な
ど

と
明
示
し
て
い
た
。
内
訳
は

基
本
給
＋
職
能
給
＋
役
割
給

＋
役
割
深
夜
給
と
い
う
構
成

だ
が
、
役
割
給
は
３０
時
間
相

当
の
固
定
残
業
手
当
、
役
割

深
夜
給
は
６０
時
間
相
当
の
深

夜
勤
務
手
当
と
説
明
し
て
お

り
、
長
時
間
労
働
を
前
提
に

基
本
給
を
低
め
に
設
定
し
て

い
た
。

同
社
は
東
証
一
部
に
上
場

し
て
お
り
、
６
５
９
の
直
営

店
舗
を
持
つ
（
平
成
２０
年
８

月
末
現
在
）。

中
国
経
済
産
業
局
は
、「
〜

ひ
と
〜
中
国
地
域
に
お
け
る

人
材
育
成
・
確
保
ベ
ス
ト
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス
集
」
を
ま
と
め

た
。
各
種
支
援
機
関
や
国
・

自
治
体
の
施
策
の
有
効
活
用

を
促
す
こ
と
が
目
的
で
、
同

地
域
で
活
躍
し
て
い
る
中
小

企
業
１０
社
の
好
事
例
を
紹
介

し
て
い
る
。

神
鋼
Ｊ
Ｆ
Ｅ
機
器
㈱
（
鳥

取
県
、
１
７
８
人
）
は
、
近

年
新
卒
者
の
知
識
不
足
が
深

刻
な
こ
と
か
ら
、
就
業
後
の

２
時
間
を
社
内
講
義
に
充
て

て
い
る
。
ま
た
高
専
の
社
会

人
向
け
講
座
の
利
用
を
積
極

化
。
米
子
高
専
の
品
質
管
理

講
座
に
社
員
５
人
を
送
り
出

し
、
社
内
研
修
の
講
師
を
担

当
さ
せ
る
な
ど
の
成
果
を
上

げ
た
。

社
員
の
８
割
が
異
業
種
か

ら
の
中
途
採
用
者
で
占
め
る

㈲
糸
賀
製
作
所
（
島
根
県
、

４９
人
）
で
は
、
溶
接
や
フ
ォ

ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
の
資
格
取

得
を
男
女
分
け
隔
て
な
く
希

望
者
全
員
に
受
講
さ
せ
て
い

る
。
高
専
（
松
江
）
の
３
次

元
Ｃ
Ａ
Ｄ
講
座
な
ど
を
継
続

的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
社

内
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
強
化

し
て
い
る
。

㈱
野
村
工
電
社
（
山
口

県
、
２５
人
）
は
、
平
成
２０
年

度
か
ら
高
度
熟
練
技
能
者
の

認
定
を
受
け
た
ベ
テ
ラ
ン
技

術
者
を
会
社
に
呼
ぶ
勉
強
会

を
始
め
た
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

分
野
の
強
化
を
図
る
の
が
狙

い
で
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進

助
成
金
を
活
用
し
て
定
期
開

催
に
つ
な
げ
て
い
る
。
自
ら

技
能
検
定
の
勉
強
に
取
り
組

む
社
員
が
現
れ
る
な
ど
意
識

の
変
化
が
み
ら
れ
た
た
め
、

今
後
は
教
育
訓
練
費
用
に
対

す
る
税
額
控
除
制
度
の
利
用

も
検
討
中
で
あ
る
。

人
材
確
保
に
力
を
入
れ
て

い
る
の
が
エ
イ
コ
ー
電
子
工

業
㈱（
島
根
県
、１
１
８
人
）。

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
を
利
用
し
た

Ｐ
Ｒ
活
動
に
よ
り
、
現
在
ま

で
２０
人
の
学
生
を
採
用
し
て

い
る
。
高
校
生
向
け
の
工
場

見
学
や
企
業
実
習
も
積
極
的

に
受
け
入
れ
て
い
る
と
い

う
。

５
カ
月
で
９６
回
も
指
示

高
専
利
用
し
人
材
育
成

過
労
死
事
案
端
緒
に
捜
査

中
小
１０
社
の
好
事
例
示
す

パ
ー
ト
労
働
力
の
活
用
で

労
働
時
間
を
適
正
化

愛

知
労
働
局
（
中
沖
剛
局
長
）

は
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
事

例
集
を
ま
と
め
た
。
長
時
間

労
働
の
削
減
や
、
派
遣
先
の

社
員
に
対
す
る
メ
ン
タ
ル
支

援
策
な
ど
１１
事
例
を
盛
り
込

ん
で
い
る
。

店
舗
で
の
長
時
間
労
働
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
小
売
業

（
約
２
０
０
０
人
）
で
は
、

社
員
の
意
識
改
革
と
並
行
し

て
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
副

店
長
に
採
用
す
る
な
ど
非
正

規
の
戦
力
化
を
推
進
し
た
。

店
舗
管
理
者
の
残
業
を
抑
制

し
、
休
み
の
少
な
か
っ
た
正

社
員
の
年
休
取
得
率
向
上
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。

事
前
に
労
働
組
合
を
加
え

た
時
短
委
員
会
を
組
織
す
る

と
と
も
に
、
同
社
の
人
事
総

務
部
が
労
働
時
間
短
縮
へ
の

理
解
を
促
す
た
め
全
職
場
を

巡
回
し
た
。
３６
協
定
で
１
カ

月
当
た
り
の
時
間
外
労
働
の

限
度
を
３０
時
間
と
し
、
月
２０

時
間
以
上
の
社
員
や
タ
イ
ム

カ
ー
ド
の
打
刻
が
な
い
社
員

に
は
、
管
理
者
か
ら
原
因
な

ど
を
聴
取
し
て
指
導
す
る
仕

組
み
で
あ
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
副
店

長
へ
の
起
用
を
後
押
し
す
る

と
と
も
に
、
夜
間
勤
務
の
ヘ

ル
パ
ー
と
し
て
ナ
イ
ト
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
制
度
を
導
入
。
定

年
退
職
し
た
元
社
員
を
主

に
、
１７
〜
２２
時
の
短
時
間
勤

務
で
店
舗
業
務
を
任
せ
る
も

の
で
、
翌
日
の
準
備
や
店
舗

の
閉
店
作
業
を
行
う
。
こ
れ

に
よ
っ
て
店
舗
管
理
者
の
労

働
時
間
は
抑
え
ら
れ
、
会
社

全
体
の
年
休
取
得
率
が
わ
ず

か
１
年
で
約
半
数
か
ら
８
割

に
上
昇
し
て
い
る
。

過
重
労
働
に
な
る
前
に
ヘ

ル
プ
コ
ー
ル
を
出
す
制
度
を

整
え
た
設
計
分
野
の
特
定
派

遣
・
請
負
業（
約
１
１
０
人
）

で
は
、
部
門
横
断
的
な
協
力

の
下
、
業
務
量
の
平
準
化
に

重
点
を
置
い
た
。
社
員
の
要

望
で
社
内
メ
ン
タ
ー
制
を
導

入
し
、
精
神
疾
患
の
早
期
発

見
・
治
療
に
努
め
て
い
る
。

派
遣
先
で
の
心
理
的
負
荷

に
対
応
す
る
た
め
、
講
習
会

な
ど
を
実
施
し
、
本
人
の
申

出
を
推
奨
す
る
環
境
を
整
え

た
。
長
期
休
職
者
が
減
少
傾

向
に
あ
る
と
い
う
。

Ｗ
Ｌ
Ｂ
へ
パ
ー
ト
活
用

事
例
集
ま
と
め
る

この程度ではひるみません�
愛知経協が監督対応マニュアル

福
島
・
富
岡
労
働
基
準
監

督
署（
針
生
達
矢
署
長
）は
、

有
害
放
射
線
が
発
散
し
た
場

所
で
１８
歳
未
満
の
年
少
者
を

働
か
せ
た
と
し
て
、
建
設
業

の
㈱
ア
ク
ト
と
同
社
代
表
取

締
役
を
労
働
基
準
法
第
６２
条

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制

限
）
違
反
な
ど
の
疑
い
で
福

島
地
検
い
わ
き
支
部
に
書
類

送
検
し
た
。

同
社
は
、
平
成
１９
年
１０
〜

１１
月
の
期
間
、
当
時
１５
〜
１６

歳
の
年
少
者
４
人
を
、
東
京

電
力
㈱
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
定
期
検
査
工
事
に
お

け
る
管
理
区
域
内
の
作
業
に

３
〜
１８
日
間
従
事
さ
せ
た
疑

い
。同
社
は
発
注
者
に
対
し
、

年
少
者
の
年
齢
を
１８
歳
以
上

と
偽
っ
て
報
告
し
て
い
た
。

㈱
伊
予
銀
行
（
愛
媛
県
松

山
市
、
森
田
浩
治
頭
取
、
２

８
０
６
人
）
は
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
休
暇
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

た
。地
域
奉
仕
、社
会
福
祉
、

環
境
保
護
、
災
害
支
援
な
ど

社
会
通
念
上
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
認
め
ら
れ
る
組
織
活
動
へ

参
加
す
る
従
業
員
が
対
象

で
、
月
２
日
（
暦
年
１０
日
限

度
）の
有
給
休
暇
を
与
え
る
。

ま
た
男
性
の
育
児
休
業
を

促
進
す
る
た
め
、
最
初
の
１

週
間
を
有
給
化
し
た
。

居居
酒酒
屋屋
チチ
ェェ
ーー
ンン
をを
送送
検検

平成２１年５月１８日

違
法

残
業

原
発
の
管
理
区
域

で
年
少
者
働
か
す

富
岡
労
基
署
が
送
検
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月
２
日
有
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に

伊
予
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行

中

国
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